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第3章 やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造

●
身
近
な
自
然
環
境
の
保
全
・
再
生

森林の有する公益的機能に対する国民の期待が
高まるなか、これらの期待に適切に対応していく必要
があるため、生態的にバランスのとれた森林の整備
を推進していく必要があります。

広葉樹林の造成に関しては、造林事業により、クヌ
ギなどの広葉樹林造成に対し、支援しました。

また、平成 13(2001) 年度から始まった森林環境
創造事業により、針広混交林の造成を図る環境林づ
くりを県内全域で進めています。

水辺等の自然生態系を保護し、野生動植物の生
息域を確保しつつ事業を進めるため、県内を17 ブ
ロックに分け、渓流環境整備計画の策定を行いまし
た。

事業実施にあたっては、当計画に沿った設計を行
い地域特性に配慮した保護・創出を図っています。

身近な野生動植物の生息・生育地の保全・再生2
2−1身近な緑の保全・創出による野生生物

の育成・生息地の確保

2−2身近な水辺・海辺の整備・創出による野
生生物生息地の確保




